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問 1 　環境基本法に規定する定義に関する記述中，下線を付した箇所のうち，誤って

いるものはどれか。

この法律において「地球環境保全」とは，人の活動による地球全体の温暖化又は

オゾン層の破壊の進行，海洋の汚染，野生生物の種の減少その他の陸域及び海域

の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって，

人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するもの

をいう。

問 2　環境基本法に規定する環境影響評価の推進に関する記述中，下線を付した箇所

のうち，誤っているものはどれか。

国は，土地の形状の変更，工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業

者が，その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について

自ら適正に調査，予測又は評価を行い，その結果に基づき，その事業に係る環境

の保全について適正に配慮することを推進するため，必要な手続を講ずるものと

する。

⑴

⑵ ⑶

⑷

⑸

⑴ ⑵

⑶ ⑷

⑸

環境基本法（以下「法」という。）に規定する地球環境保全の定義に関する出
題である。（テキストⅠ.3.3 ⑵，法規編「環境基本法」）
法第 2条第 2項は地球環境保全について以下のとおり規定している。
この法律において「地球環境保全」とは，

⑴
人の活動による地球全体の

温暖化又はオゾン層の破壊の進行，
⑵
海洋の汚染，野生生物の種の減少そ

の他の
⑶
地球の全体又はその広範な部分の

⑷
環境に影響を及ぼす事態に係

る環境の保全であって，
⑸
人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文

化的な生活の確保に寄与するものをいう。
設問において下線部が誤りであるのは⑶である。
したがって，⑶が正解である。

Question

公害総論：H28問 1

問 1：正解（3）
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環境基本法（以下「法」という。）に規定する環境影響評価に関する出題であ
る。（テキストⅠ.3.15，法規編「環境基本法」）
法第 20 条は環境影響評価の推進について以下のとおり規定している。
国は，

⑴
土地の形状の変更，工作物の新設その他これらに類する事業を

行う
⑵
事業者が，その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境

への影響について
⑶
自ら適正に調査，予測又は評価を行い，その

⑷
結果に

基づき，その事業に係る環境の保全について適正に配慮することを推進す
るため，

⑸
必要な措置を講ずるものとする。

設問において下線部が誤りであるのは⑸である。
したがって，⑸が正解である。

【参考】
⑸について。環境影響評価はいわゆる手続規定であるため，出題文のよう
に「必要な手続」でいいと思うかもしれない。しかし，本条は，国が必要な
措置を講ずることを定めたものである。
ちなみに，法律の条文の書き方として，主語の後に読点（，）を置くこと
になっている。すなわち，本条では「国は，…必要な措置を講ずるものとする。」

Question
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問 1 　環境基本法に規定する定義に関する記述中，下線を付した箇所のうち，誤って

いるものはどれか。

この法律において「地球環境保全」とは，人の活動による地球全体の温暖化又は

オゾン層の破壊の進行，海洋の汚染，野生生物の種の減少その他の陸域及び海域

の全体又はその広範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって，

人類の福祉に貢献するとともに国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するもの

をいう。

問 2　環境基本法に規定する環境影響評価の推進に関する記述中，下線を付した箇所

のうち，誤っているものはどれか。

国は，土地の形状の変更，工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業

者が，その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について

自ら適正に調査，予測又は評価を行い，その結果に基づき，その事業に係る環境

の保全について適正に配慮することを推進するため，必要な手続を講ずるものと

する。

⑴

⑵ ⑶

⑷

⑸

⑴ ⑵

⑶ ⑷

⑸
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という構造になっている。この，国が講じた措置の例として，平成 9年に制
定した環境影響評価法がある。

過去 2年間において類似の出題はない。

問 2：正解（5）
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環境基本法（以下「法」という。）に規定する環境の保全上の支障を防止する
ための経済的措置に関する出題である。（テキストⅠ.3.17，法規編「環境基本法」）
法第 22 条第 1項は経済的助成について以下のとおり規定している。
国は，環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動（以

下この条において「負荷活動」という。）を行う者がそのア負荷活動に係る

Question

5

問 3 　環境基本法に規定する環境の保全上の支障を防止するための経済的措置に関す

る記述中，ア～ウの の中に挿入すべき語句（ａ～ｅ）の組合せとして，正

しいものはどれか。

国は，環境への負荷を生じさせる活動又は生じさせる原因となる活動（以下こ

の条において「負荷活動」という。）を行う者がその ア に係る環境への負荷

の低減のための施設の整備その他の イ をとることを助長することにより

環境の保全上の支障を防止するため，その負荷活動を行う者にその者の経済的な

状況等を勘案しつつ必要かつ適正な ウ を行うために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。

ａ：負荷活動　　　　　ｂ：適切な措置　　　ｃ：環境上の支障

ｄ：経済的な負担　　　ｅ：経済的な助成

ア　　　イ　　　ウ

⑴　ａ　　　ｄ　　　ｃ

⑵　ｃ　　　ａ　　　ｄ

⑶　ａ　　　ｂ　　　ｃ

⑷　ｃ　　　ａ　　　ｅ

⑸　ａ　　　ｂ　　　ｅ
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環境への負荷の低減のための施設の整備その他のイ適切な措置をとること
を助長することにより環境の保全上の支障を防止するため，その負荷活動
を行う者にその者の経済的な状況等を勘案しつつ必要かつ適正なウ経済的
な助成を行うために必要な措置を講ずるように努めるものとする。
よって，正しい組合せは⑸である。
したがって，⑸が正解である。

【参考】
①　都市・生活型公害や地球環境問題を解決していくためには規制的措置
だけでは不十分で，市場メカニズムを通じた経済的手法を活用すること
が有効である。経済的手法には経済的便益を与えるものと経済的負担を
課すものとがあり，本条では，第 1項が経済的助成，第 2項が経済的負
担について規定している。
②　本問のような穴埋め問題では日本語レベルの問題として，すなわち日
本語として意味が通るか否か検討することにより，選択肢を狭めていく
ことが可能である。
例えば，ウについて，「環境上の支障を行うため」では日本語として
意味が通らないので，選択肢の⑴と⑶が間違いとわかる。また，「その

ア に係る環境への負荷の低減のため」という文章において，そ
のという指示詞は直前の言葉を指すものであるから，負荷活動を指して
いることがわかる。

過去 2年間において類似の出題はない。

問 3：正解（5）
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（以下「法」という。）の
全般に関する出題である。（テキストⅠ.4.1，Ⅰ.4.2，Ⅰ.4.4 ⑴⑵，法規編「特定
工場における公害防止組織の整備に関する法律」）
⑴　法第 1条は，「この法律は，公害防止統括者等の制度を設けることに
より，特定工場における公害防止組織の整備を図り，もって公害の防止
に資することを目的とする。」と規定している。正しい。

⑵　特定工場の対象業種に関し，法第 2条第 1項で「製造業その他の政令
で定める業種」と規定し，これを受けた法施行令第 1条は，「法第 2条
の政令で定める業種は，次に掲げるとおりとする。」と規定し，製造業（物
品の加工業を含む。），電気供給業，ガス供給業，熱供給業の 4業種を掲
げている。正しい。

⑶　法第 3条第 2項は，「公害防止統括者は，当該特定工場においてその
事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。」と規定

Question

6

問 4 　特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として，誤っ

ているものはどれか。

⑴　この法律は，公害防止統括者等の制度を設けることにより，特定工場におけ

る公害防止組織の整備を図り，もって公害の防止に資することを目的とする。

⑵　特定工場の対象業種は，製造業（物品の加工業を含む。），電気供給業，ガス

供給業及び熱供給業である。

⑶　公害防止統括者は，当該特定工場においてその事業の実施を統括管理する者

をもって充てなければならない。

⑷　常時使用する従業員の数が 20 人以下の特定事業者は，公害防止統括者を選

任する必要はないが，これには例外が定められている。

⑸　特定事業者は， 2以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはな

らないが，これには例外が定められている。

問 5　特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する公害防止統括者

等の選任又は届出に関する記述として，誤っているものはどれか。

⑴　特定事業者は，公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から 30 日以

内に，公害防止統括者を選任しなければならない。

⑵　特定事業者は，公害防止統括者を選任した日から 30 日以内に，その旨を当

該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事（又は政令で定める市の長）に届け

出なければならない。

⑶　特定事業者は，公害防止管理者を選任した日から 30 日以内に，その旨を当

該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事（又は政令で定める市の長）に届け

出なければならない。

⑷　特定事業者は，公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から 30 日以

内に，公害防止管理者を選任しなければならない。

⑸　特定事業者が公害防止統括者の選任を怠ったときは，50 万円以下の罰金に

処せられる。
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公害総論：H28問 4，問 5，H27問 5

問 4：正解（4）

している。正しい。
⑷　公害防止統括者の選任義務に関して，法第 3条第 1項のただし書きは，
「ただし，特定事業者が政令で定める要件に該当する小規模の事業者で
あるときは，この限りでない。」と規定し，これを受けた法施行令第 6
条は，「法第 3条第 1項ただし書の政令で定める要件は，常時使用する
従業員の数が 20 人以下であることとする。」とのみ規定している。ここ
には何らの例外はない。誤り。
⑸　法施行規則第 5条第 2号は「2以上の工場について同一の公害防止管
理者を選任してはならないこと。」と原則を示し，続いて「ただし，次
に掲げる場合であって，工場相互間の距離，生産工程上の関連，指揮命
令系統，当該工場の維持管理について権限を有する者の状況その他の主
務大臣が定める基準を満たし，一人の公害防止管理者が 2以上の工場の
公害防止管理者となってもその職務を遂行するに当たって特に支障がな
いときは，この限りでない。」と，例外が定められている。正しい。
したがって，⑷が正解である。
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特定工場における公害防止組織の整備に関する法律（以下「法」という。）に
規定する公害防止統括者等の選任又は届出に関する出題である。（テキスト
Ⅰ.4.4 ⑴⑵，Ⅰ.4.8，Ⅰ.4.9，法規編「特定工場における公害防止組織の整備に関
する法律」）
⑴　法施行規則第 2条は，「法第 3条第 1項の規定による公害防止統括者
の選任は，公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から 30 日以
内にしなければならない。」と規定している。正しい。

⑵　法第 3条第 3項は，「特定事業者は，公害防止統括者を選任したとき
は，その日から 30 日以内に，主務省令で定めるところにより，その旨
を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければなら
ない。」と規定している。また，知事の権限に属する事務の一部（選任届

Question

6

問 4 　特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する記述として，誤っ

ているものはどれか。

⑴　この法律は，公害防止統括者等の制度を設けることにより，特定工場におけ

る公害防止組織の整備を図り，もって公害の防止に資することを目的とする。

⑵　特定工場の対象業種は，製造業（物品の加工業を含む。），電気供給業，ガス

供給業及び熱供給業である。

⑶　公害防止統括者は，当該特定工場においてその事業の実施を統括管理する者

をもって充てなければならない。

⑷　常時使用する従業員の数が 20 人以下の特定事業者は，公害防止統括者を選

任する必要はないが，これには例外が定められている。

⑸　特定事業者は， 2以上の工場について同一の公害防止管理者を選任してはな

らないが，これには例外が定められている。

問 5　特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に規定する公害防止統括者

等の選任又は届出に関する記述として，誤っているものはどれか。

⑴　特定事業者は，公害防止統括者を選任すべき事由が発生した日から 30 日以

内に，公害防止統括者を選任しなければならない。

⑵　特定事業者は，公害防止統括者を選任した日から 30 日以内に，その旨を当

該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事（又は政令で定める市の長）に届け

出なければならない。

⑶　特定事業者は，公害防止管理者を選任した日から 30 日以内に，その旨を当

該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事（又は政令で定める市の長）に届け

出なければならない。

⑷　特定事業者は，公害防止管理者を選任すべき事由が発生した日から 30 日以

内に，公害防止管理者を選任しなければならない。

⑸　特定事業者が公害防止統括者の選任を怠ったときは，50 万円以下の罰金に

処せられる。
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の受理等）は，政令で定める要件にしたがい市町村長が行うこととされ
ている（法第 14 条，法施行令第 14 条）。正しい。
⑶　公害防止管理者の選任の届出に関しては，法第 4条第 3項が「前条第
3項の規定は，公害防止管理者について準用する。」と規定している。前
条第 3項すなわち法第 3条第 3項は「特定事業者は，公害防止統括者を
選任したときは，その日から 30 日以内に，主務省令で定めるところに
より，その旨を当該特定工場の所在地を管轄する都道府県知事に届け出
なければならない。」と規定している。正しい。
　　ちなみに「準用」とは，ある事項に関する規定を，それと類似する他
の事項を定めた規定について，必要な変更を加えて働かせることをいう。
ここでは公害防止統括者を公害防止管理者に読み替えることをいう。
⑷　公害防止管理者の選任について，法施行規則第 5条第 1号は「公害防
止管理者を選任すべき事由が発生した日から 60 日以内にすること。」と
規定している。よって，30 日以内ではなく，正しくは 60 日以内である。
誤り。
⑸　法第 16 条は，「次の各号の一に該当する者は，50 万円以下の罰金に
処する。」と規定し，同条第 1号に，法第 3条第 1項（公害防止統括者を
選任する義務）の規定に違反した者が掲げられている。正しい。
したがって，⑷が正解である。

【参考】
①　選任の対象者ごとに，選任と届出の猶予期間を表 1に示す。
　　公害防止管理者と公害防止主任管理者は一定の有資格者であることを
要求されているので，選任の猶予期間が 60 日と長い。

選任の対象 選任の猶予期間 届出の猶予期間

公害防止統括者／代理者 30 日以内 30 日以内

公害防止管理者／代理者 60 日以内 30 日以内

公害防止主任管理者／代理者 60 日以内 30 日以内

表 1　選任と届出の猶予期間
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公害総論：H28問 5，H27問 5

問 5：正解（4）

事由 対象 罰金

選任違反 公害防止統括者，公害防止主任管理者，公害防
止管理者，上記の代理者 50 万円

選任届出違反 同上 20 万円

表 2　違反行為に対する罰金額

②　選任や届出の違反に対する罰金の額を表 2に示す。
　　届出という形式違反よりも選任という実質違反の方が罪が重い。
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四大公害病について問う出題である。（テキストⅠ.1.1）
1950 年代後半から 1970 年代にかけての高度経済成長期に，重化学工業の

発展に伴って産業公害が激化し，様々な公害病が発生した。
このうちイタイイタイ病は，富山県の神

じんづうがわ

通川中流域で発生した，腎臓障害，
骨軟化症を伴う疾病で，症状が重くなると骨折をくり返し，激痛を訴えるよ
うになる。上流の鉱山から排出されたカドミウムによって汚染された米や飲
料水を摂取したことが原因である。
水俣病は熊本県水俣湾周辺で，新潟水俣病は新潟県阿賀野川下流域で発生
した，運動失調，視野狭窄，聴力障害を主症状とする中枢神経系疾患である。
いずれも沿岸又は上流の工場から排出されたメチル水銀化合物が魚介類に蓄
積し，それを経口摂取したことが原因である。
四日市ぜん息は三重県四日市市の石油化学コンビナート周辺で発生したぜ
ん息で，コンビナートで使用された硫黄分の多い石油系燃料を燃焼すること
により発生した硫黄酸化物が原因である。
これらの四つの公害病は，いずれも多数の死者を伴う深刻な健康被害が発
生したことから四大公害病と呼ばれている。
よって，誤っているものは⑵である。
したがって，⑵が正解である。

Question

7

問 6 　四大公害病と称されているものとして，誤っているものはどれか。

⑴　イタイイタイ病

⑵　カネミ油症

⑶　新潟水俣病

⑷　水俣病

⑸　四日市ぜん息

問 7　成層圏オゾンに関するア～オの記述のうち，正しいものはいくつあるか。

ア　太陽からの強い紫外線によって酸素分子が解離して酸素原子となり，これが

酸素分子と反応してオゾンが生成する。

イ　オゾンは主に波長 320 nm以上の光を吸収して分解する。

ウ　塩素原子，臭素原子によってオゾンが連鎖的に分解する。

エ　塩素原子，臭素原子は，成層圏に到達したクロロフルオロカーボン，ハイド

ロクロロフルオロカーボン，ハロンなどが強い紫外線で分解されて生成する。

オ　オゾンが減少すると紫外線の地上への到達量が増え，人の健康に有害な影響

（皮膚がん，白内障など）を与えるが，植物の生長を促進させる効果がある。

⑴　 1  ⑵　 2  ⑶　 3  ⑷　 4  ⑸　 5
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【参考】
カネミ油症とは，1968 年に発生したカネミ倉庫社製の食用油（米ぬか油）
による食中毒事件で，その症状は，吹出物，色素沈着などの皮膚症状のほか，
全身倦怠，しびれ，食欲不振など多様である。その原因は，食用油の製造過
程で混入したポリ塩化ビフェニル（PCB）や PCBが変質して生成したダイオ
キシン類によるものといわれている。

公害総論：H28問 6

問 6：正解（2）
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成層圏オゾンの生成や分解の機構等に関する出題である。（テキストⅠ.5.2
⑴）
紫外線は，波長の領域とそれに伴う性質によって，UV-A（波長 320 ～
400 nm），UV-B（波長 290 ～ 320 nm），UV-C（波長 200 ～ 290 nm）に分け
られる（この分け方にはいくつかの定義がある）。UV-Aは大気による吸収
をあまり受けずにその多くが地表に到達するが，生物影響はUV-B と比較
すると小さい。UV-B は生物影響は大きいが，成層圏オゾンにより大部分
が吸収され，残りが地表に到達する。UV-C は生物にとって非常に有害で
あるが，大気層（酸素やオゾンなど）で吸収され，地表には到達しない。
このうちUV-B について，その地表への到達量が成層圏オゾンの量に影
響されることから，オゾン層保護に関心がもたれている。
ア　成層圏では，太陽からの強い紫外線により酸素分子（O₂）が解離して
酸素原子（O）となる。このOが直ちにO₂ と反応してオゾン（O₃）が生
成する。正しい。

Question

7

問 6 　四大公害病と称されているものとして，誤っているものはどれか。

⑴　イタイイタイ病

⑵　カネミ油症

⑶　新潟水俣病

⑷　水俣病

⑸　四日市ぜん息

問 7　成層圏オゾンに関するア～オの記述のうち，正しいものはいくつあるか。

ア　太陽からの強い紫外線によって酸素分子が解離して酸素原子となり，これが

酸素分子と反応してオゾンが生成する。

イ　オゾンは主に波長 320 nm以上の光を吸収して分解する。

ウ　塩素原子，臭素原子によってオゾンが連鎖的に分解する。

エ　塩素原子，臭素原子は，成層圏に到達したクロロフルオロカーボン，ハイド

ロクロロフルオロカーボン，ハロンなどが強い紫外線で分解されて生成する。

オ　オゾンが減少すると紫外線の地上への到達量が増え，人の健康に有害な影響

（皮膚がん，白内障など）を与えるが，植物の生長を促進させる効果がある。

⑴　 1  ⑵　 2  ⑶　 3  ⑷　 4  ⑸　 5
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イ　オゾンは波長 320 nm以下の紫外線（UV-B）を吸収して分解する。
320 nm以上ではなく以下である。誤り。

ウ　塩素原子や臭素原子が触媒として働くことにより，大量のオゾンが連
鎖的に分解する。1個の塩素原子が，多いときには数万個ものオゾンを
破壊するといわれている。正しい。
エ　塩素原子を含むクロロフルオロカーボンや臭素原子を含むハロン（臭
素を含むフロンのことをハロンという）は化学的に安定で，対流圏では
ほとんど分解することなく成層圏に達する。ハイドロクロロフルオロ
カーボンは水素原子があるので，その大部分は対流圏で分解するが，一
部は成層圏に到達する。これらの物質は，成層圏で強い紫外線によって
分解され，塩素原子や臭素原子を放出する。正しい。
オ　成層圏オゾンの量が減少すると，UV-B の吸収が減り，地上に到達
するUV-B の量が増える。UV-B が増えると皮膚がんや白内障など人
の健康に有害な影響を与える。植物に対しても成長に有害な影響を与え
る。促進させるではない。誤り。
よって，正しいものはアウエの三つである。
したがって，⑶が正解である。

過去 2年間において類似の出題はない。

問 7：正解（3）
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いくつかの温室効果ガスが地球温暖化に与える影響度の比較に関する出題
である。（テキストⅠ.5.2 ⑵）
地球は太陽のエネルギーで温められ，温められた地表面から赤外線として

熱が放射される。現在の地球の平均気温は約 14 ℃であるが，もし大気中に
温室効果ガスが全く存在しなければ，平均気温は−19 ℃になると推定され
ている。この 33 ℃の温度差が温室効果によるものである。
大気中のある気体の温室効果の大きさは，宇宙空間に放射する赤外線を吸

収する量によって決まり，具体的にはその気体の存在量と赤外線吸収の強さ
との積による。水蒸気は大気中の存在量が多く，広い波長領域の赤外線を吸
収するので，水蒸気は温室効果ガスとしては最大のものであり，温室効果全
体の約半分に寄与していると推定されている。次に二酸化炭素とメタンを比
べると，メタンの地球温暖化係数は二酸化炭素よりも 21 倍大きいが，大気
中の濃度はメタンの方が二酸化炭素よりもずっと低い。このため，大気中の
二酸化炭素の温室効果への寄与度はメタンより大きい。
以上のことから，温室効果全体に対する寄与を大きい順に並べると，水蒸

気＞二酸化炭素＞メタンとなる。
したがって，⑶が正解である。

Question

8

問 8 　大気がもつ温室効果全体に対する個々の気体の寄与を大きい順に左から並べた

とき，正しいものはどれか。

⑴　水蒸気　　　2　メタン　　　　2　二酸化炭素

⑵　二酸化炭素　2　水蒸気　　　　2　メタン

⑶　水蒸気　　　2　二酸化炭素　　2　メタン

⑷　水蒸気　　　2　一酸化二窒素　2　二酸化炭素

⑸　二酸化炭素　2　一酸化二窒素　2　水蒸気

問 9　環境省による平成 26 年度の大気中濃度の測定結果として，環境基準又は指針

値を超過する測定地点があった有害大気汚染物質はどれか。

⑴　ジクロロメタン

⑵　トリクロロエチレン

⑶　ベンゼン

⑷　水銀及びその化合物

⑸　1,2‒ジクロロエタン

過去 2年間において類似の出題はない。

問 8：正解（3）
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有害大気汚染物質の環境基準又は指針値に関する出題である。（テキスト
Ⅰ.5.3 ⑹）
有害大気汚染物質とは，大気汚染防止法第 2条第 13 項の規定により，「継
続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染
の原因となるもの」とされており，現在 248 物質が指定されている。
有害大気汚染物質のうちベンゼン，トリクロロエチレン，テトラクロロエ
チレン，ジクロロメタンの 4物質は，環境基本法に基づき環境基準が設定さ
れている。
また，指針値とは，「環境中の有害大気汚染物質による健康リスクの低減
を図るための指針となる数値」であり，アクリロニトリル，塩化ビニルモノ
マー，クロロホルム，1, 2-ジクロロエタン，水銀及びその化合物，ニッケ
ル化合物，ひ素及びその化合物，1, 3-ブタジエン，マンガン及びその化合
物の 9物質について設定されている。
これらの物質は長期暴露による健康リスクが懸念されている物質であるた
め，月 1回以上の頻度で 1年間測定した地点に限って環境基準及び指針値の
達成の評価を行っている。
環境省が発表した「平成 26 年度大気汚染状況について（有害大気汚染物
質モニタリング調査結果報告）」によれば，環境基準が設定されている上記 4

Question

8

問 8 　大気がもつ温室効果全体に対する個々の気体の寄与を大きい順に左から並べた

とき，正しいものはどれか。

⑴　水蒸気　　　2　メタン　　　　2　二酸化炭素

⑵　二酸化炭素　2　水蒸気　　　　2　メタン

⑶　水蒸気　　　2　二酸化炭素　　2　メタン

⑷　水蒸気　　　2　一酸化二窒素　2　二酸化炭素

⑸　二酸化炭素　2　一酸化二窒素　2　水蒸気

問 9　環境省による平成 26 年度の大気中濃度の測定結果として，環境基準又は指針

値を超過する測定地点があった有害大気汚染物質はどれか。

⑴　ジクロロメタン

⑵　トリクロロエチレン

⑶　ベンゼン

⑷　水銀及びその化合物

⑸　1,2‒ジクロロエタン
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物質はすべて環境基準を下回っていた。また，指針値が設定されている 9物
質については，1, 2-ジクロロエタンが 2地点（351 地点中）で，ニッケル化
合物が 1地点（280 地点中）で，ひ素及びその化合物が 6地点（281 地点中）で
指針値を超過したが，その他の 6物質はすべて指針値を下回っていた。
したがって，⑸が正解である。

過去 2年間において類似の出題はない。

問 9：正解（5）
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悪臭防止法（以下「法」という。）の規制や悪臭苦情に関する出題である。（テ
キストⅠ.5.3 ⑼）
法第 2条は，「不快な臭いの原因となり，生活環境を損なうおそれのある
物質で政令で定めるもの」を「特定悪臭物質」と定義し，法施行令第 1条で
22 物質を定めている。
悪臭の発生源としては，特定悪臭物質ごとに主な発生源が想定されている。
例えばアンモニアや硫化水素については畜産農業，化製場，ゴミ処理場，し
尿処理場などである。近年は規制の効果もあり，これらの悪臭発生型の工場・
事業場からの悪臭苦情が減る一方，飲食店などのサービス業や個人住宅など
の都市生活に伴う悪臭，野外焼却による悪臭に対する苦情が増加した。飲食
店等からの臭気には特定悪臭物質に該当する物質はほとんど含まれていない
ことや，複合臭であるため物質ごとの濃度規制では対応が困難であるため，
人の嗅覚に基づいた臭気指数による規制が平成 7年に導入された。
規制の方法としては，事業場の敷地境界線，気体排出口，排出水の 3つに
おいて，特定悪臭物質濃度及び臭気指数（悪臭物質濃度規制では不十分な場
合）による規制基準が定められている。
⑴　法第 4条第 1項第 3号において，知事又は市長は，事業場からの排出
水中の特定悪臭物質の濃度の規制基準を定めることになっており，排出

Question

9

問10　悪臭に関する記述として，誤っているものはどれか。

⑴　事業場からの排出水に含まれる特定悪臭物質は規制の対象となる。 

⑵　発生源別では，畜産農業に対する苦情が最も多い。

⑶　悪臭の苦情件数は平成 16 年度以降，減少傾向にある。

⑷　特定悪臭物質には硫化水素が含まれる。

⑸　複合臭問題への対応として，人の嗅覚に基づいた臭気指数による規制が導入

されている。 

問11　最近の土壌汚染及び地盤沈下に関する記述として，誤っているものはどれか。

⑴　平成 28 年に 1,4‒ジオキサン及びクロロエチレン（塩化ビニルモノマー）につ

いて土壌環境基準が設定された。

⑵　環境省の調査によると，平成 26 年度に土壌汚染対策法の土壌溶出量基準又

は土壌含有量基準を超える汚染が判明した事例が 579 件あった。

⑶　鉛，ひ素等の重金属による汚染はほとんどみられない。

⑷　環境省の調査によると，平成 26 年度に水準測量が実施された地域のうち，

年間 2 cm以上地盤沈下した地域は 2地域であった。

⑸　かつて著しい地盤沈下をした東京都区部などは，対策の結果，地盤沈下の進

行は鈍化している。
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水に含まれる特定悪臭物質が規制の対象となっている。正しい。
⑵　環境省の「平成 26 年度悪臭防止法施行状況調査」によると，悪臭の
苦情件数を発生源別にみると，野外焼却に対する苦情が最も多く全体の
26.8 ％を占め，第 2位がサービス業・その他（16.1 ％），第 3位が個人住宅・
アパート・寮（11.3 ％），第 4位が畜産農業（8.8 ％）であった（図 1）。誤り。

図 2　苦情件数の推移

飼料・肥料
製造工場
2.0％

建設作業現場
2.4％

下水・用水
4.3％
食料品
製造工場
4.6％
その他の
製造工場
8.5％

畜産農業
8.8％ 個人住宅・

アパート・寮
11.3％

サービス業・
その他
16.1％

野外焼却
26.8％

悪臭に係る
苦情件数
13,136件

その他
13.9％

化学工場
1.2％

図 1　悪臭に係る苦情の内訳（平成 26 年度）
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過去 2年間において類似の出題はない。

問10：正解（2）

⑶　同調査によると，悪臭の苦情件数は近年では平成 15 年度に 24,587 件
とピークになり，平成 16 年度以降平成 26 年度まで 11 年連続して減少
している（図 2）。正しい。

⑷　法施行令第 1条において，特定悪臭物質としてアンモニアや硫化水素
など 22 物質が定められている。正しい。

⑸　複合臭問題への対応として，平成 7年に人の嗅覚に基づいた臭気指数
による規制が導入された。正しい。

したがって，⑵が正解である。
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土壌汚染及び地盤沈下の状況等に関する出題である。（テキストⅠ.5.4 ⑵，
法規編「土壌の汚染に係る環境基準について」）
⑴　土壌環境基準が初めて設定されたのは平成 3年でカドミウム等 9物質
であったが，その後，逐次対象物質が追加されてきた。直近では平成
28 年 3 月に 1, 4-ジオキサンとクロロエチレン（塩化ビニルモノマー）に
ついて土壌環境基準が設定され，全部で 29 物質となった。正しい。
⑵　土壌汚染調査の契機としては，有害物質使用特定施設の使用廃止時や
一定規模以上の土地の形質変更で汚染のおそれがある場合など，土壌汚
染対策法（以下「法」という。）や条例に基づき行われる場合のほかに，土
地の売却の際などに自主的に行われる場合などがある。
　　このうち法に基づく土壌汚染調査の結果では，平成 26 年度に法の土
壌溶出量基準又は土壌含有量基準を超える汚染が判明した事例は 579 件
であった。正しい。
⑶　汚染が判明した 579 件の事例について特定有害物質別の基準超過事例
数をみると，鉛による汚染事例数が一番多く，次いでふっ素，ひ素の順

Question

9

問10　悪臭に関する記述として，誤っているものはどれか。

⑴　事業場からの排出水に含まれる特定悪臭物質は規制の対象となる。 

⑵　発生源別では，畜産農業に対する苦情が最も多い。

⑶　悪臭の苦情件数は平成 16 年度以降，減少傾向にある。

⑷　特定悪臭物質には硫化水素が含まれる。

⑸　複合臭問題への対応として，人の嗅覚に基づいた臭気指数による規制が導入

されている。 

問11　最近の土壌汚染及び地盤沈下に関する記述として，誤っているものはどれか。

⑴　平成 28 年に 1,4‒ジオキサン及びクロロエチレン（塩化ビニルモノマー）につ

いて土壌環境基準が設定された。

⑵　環境省の調査によると，平成 26 年度に土壌汚染対策法の土壌溶出量基準又

は土壌含有量基準を超える汚染が判明した事例が 579 件あった。

⑶　鉛，ひ素等の重金属による汚染はほとんどみられない。

⑷　環境省の調査によると，平成 26 年度に水準測量が実施された地域のうち，

年間 2 cm以上地盤沈下した地域は 2地域であった。

⑸　かつて著しい地盤沈下をした東京都区部などは，対策の結果，地盤沈下の進

行は鈍化している。
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過去 2年間において類似の出題はない。

問11：正解（3）

であった。誤り。
⑷　水準測量とはある地点の標高又は高低差を測る測量であり，地盤沈下
測量では精密さが要求されるので 0.1 mmの単位まで測量している。環
境省の「平成 26 年度全国の地盤沈下地域の概況」によると，平成 26 年
度に水準測量が実施された地域のうち年間 2 cm以上の地盤沈下を記録
した地域は，宮城県気仙沼（2.30 cm）と千葉県九十九里平野（2.17 cm）
の 2地域であった。正しい。

⑸　荒川下流の東京都区部の下町低地では大量の地下水揚水を行った結
果，著しい地盤沈下が生じ，江東区南砂 2丁目では明治中期以来の累積
で 4.5 m もの地盤沈下を記録した。この結果，広範な地域で「東京ゼロ
メートル地帯」といわれる常時海面下となる地域が出現した。本格的な
揚水規制が始まってから地盤沈下は鈍化し，現在ではほとんど鎮静化し
ている。同様に，かつて著しい地盤沈下を示した大阪市，名古屋市でも
対策の結果，地盤沈下は鎮静化の傾向にある。正しい。

したがって，⑶が正解である。
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騒音対策に係る規制や技術的対策手法等に関する出題である。（テキスト
Ⅰ.5.5 ⑶）
⑴　工場の騒音対策の手法として，騒音発生源を壁などで囲う遮音対策，
消音器の設置，建物の壁などに吸音材を貼る吸音対策，敷地境界に防音
壁を設置する遮蔽対策，騒音の距離減衰を考慮した騒音発生源の配置の
変更などがある。工場等での技術的な騒音対策では，遮音，吸音，遮蔽
や消音器によるものが主として行われている。誤り。
⑵　自動車騒音の防止を図るため，騒音規制法第 16 条に基づき自動車単
体から発生する騒音の大きさの許容限度が定められている。また，これ
らの許容限度が確保できるように，道路運送車両法の保安基準が定めら
れている。
　　許容限度は，車種別に定常走行騒音，近接排気騒音，加速走行騒音に
ついて定められている。正しい。
⑶　成田国際空港は内陸に位置することから周辺への騒音軽減を目的とし
て，深夜時間帯（23 時から翌朝 6時まで）は悪天候の場合や航空機の安
全や乗客の生命に係る場合などの緊急時等を除き，原則として離着陸が
禁止されている。正しい。

Question

10

問12　騒音対策に関する記述として，誤っているものはどれか。

⑴　工場等での技術的な騒音対策では，主として距離減衰効果が利用されている。

⑵　自動車単体から発生する騒音を減らすために，加速走行騒音規制などが実施

されている。

⑶　成田国際空港では，緊急時等を除き夜間の航空機の発着が禁止されている。

⑷　鉄道騒音対策として，レール削正の深度化などが実施されている。

⑸　近隣騒音対策として，拡声機騒音については，条例等により規制が行われて

いる。

問13　産業廃棄物に関する記述として，誤っているものはどれか。

⑴　事業活動によって生じた廃棄物のうち，法令で定められた廃油，廃酸，廃プ

ラスチック類などが含まれる。

⑵　平成 25 年度の種類別の排出量は，汚泥が最も多く，次いで動物のふん尿，

がれき類の順である。

⑶　平成 25 年度の業種別排出量は，パルプ・紙・紙加工品製造業が最も多く，

次いで農業・林業，建設業の順である。

⑷　平成 25 年度の総排出量の 78 ％は中間処理され，20 ％が直接再生利用され

ている。

⑸　平成 25 年度で再生利用率が高いものは，動物のふん尿，がれき類，金属く

ず，鉱さいなどである。
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⑷　鉄道騒音対策の手法として，改良型の防音壁の設置，防音壁のかさ上
げ，レール削正の深度化などがある。ちなみに「レール削正の深度化」
とは，車輪がレール上を転がるときに発生する騒音や振動を減少させる
ために，レール表面を深く削って凹凸を平滑化することをいう。正しい。

⑸　飲食店などの営業に伴う音，商業宣伝などで使用する拡声機の音，一
般家庭の日常生活に伴って発生するテレビの音やペットの鳴き声など，
被害が比較的狭い範囲の音を一般的に近隣騒音という。

　　騒音規制法は近隣騒音については直接的な規定は置かず，第 28 条で，
地方公共団体が必要と認めた場合，当該地域の自然的，社会的条件に応
じて必要な措置を講ずるようにしなければならないと規定している。こ
れを受け，拡声機騒音についてはすべての都道府県で条例又は指導要綱
により規制が行われている。正しい。

したがって，⑴が正解である。

公害総論：H27問 11

問12：正解（1）
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産業廃棄物の種類，排出量，処理などに関する出題である。（テキストⅠ.5.6
⑵）
⑴　産業廃棄物とは，事業活動に伴って生じた廃棄物のうち法令に定めら
れた 20 種類（表 1）と輸入廃棄物をいう。20 種類の産業廃棄物の中には
廃油，廃酸，廃プラスチック類も含まれている。正しい。
⑵　環境省の「産業廃棄物の排出及び処理状況等（平成 25 年度実績）」に
よると，種類別の排出量は多い順に，第 1 位は汚泥（全体の 42.7 ％），
第 2 位は動物のふん尿（21.5 ％），第 3 位はがれき類（16.4 ％）の順であ
る（図 1）。正しい。

Question

10

問12　騒音対策に関する記述として，誤っているものはどれか。

⑴　工場等での技術的な騒音対策では，主として距離減衰効果が利用されている。

⑵　自動車単体から発生する騒音を減らすために，加速走行騒音規制などが実施

されている。

⑶　成田国際空港では，緊急時等を除き夜間の航空機の発着が禁止されている。

⑷　鉄道騒音対策として，レール削正の深度化などが実施されている。

⑸　近隣騒音対策として，拡声機騒音については，条例等により規制が行われて

いる。

問13　産業廃棄物に関する記述として，誤っているものはどれか。

⑴　事業活動によって生じた廃棄物のうち，法令で定められた廃油，廃酸，廃プ

ラスチック類などが含まれる。

⑵　平成 25 年度の種類別の排出量は，汚泥が最も多く，次いで動物のふん尿，

がれき類の順である。

⑶　平成 25 年度の業種別排出量は，パルプ・紙・紙加工品製造業が最も多く，

次いで農業・林業，建設業の順である。

⑷　平成 25 年度の総排出量の 78 ％は中間処理され，20 ％が直接再生利用され

ている。

⑸　平成 25 年度で再生利用率が高いものは，動物のふん尿，がれき類，金属く

ず，鉱さいなどである。

燃え殻，汚泥，廃油，廃酸，廃アルカリ，廃プラスチック類，紙くず，木くず，繊維く
ず，ゴムくず，金属くず，ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず，鉱さい，がれ
き類，ばいじん，動物系固形不要物，動植物性残渣，動物のふん尿，動物の死体，上記
19 種類の産業廃棄物を処分するために処理したもの

表 1　産業廃棄物の種類
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H29-29（共通）

電気・ガス・
熱供給・水道業

97,936
（25.5%）

建設業
80,348
（20.9%）

鉄鋼業
30,755
（8.0%）

農業・林業
82,963
（21.6%）

パルプ・紙・
紙加工品製造業

30,441
（7.9%）

化学工業
12,807
（3.3%）

鉱業
8,785
（2.3%）

窯業・土石
製品製造業
7,603
（2.0%）
食料品製造業
8,650
（2.2%）

その他の業種
24,353（6.3%）

（単位：千t/年）

計
384,642
（100%）

［環境省：産業廃棄物排出・処理状況調査報告書（平成25年度実績）］

図 2　産業廃棄物の業種別排出量

計
384,642
（100%）

［環境省：産業廃棄物排出・処理状況調査報告書（平成25年度実績）］

汚泥
164,115
（42.7%）

動物のふん尿
82,626
（21.5%） （単位：千t/年）

がれき類
63,233
（16.4%）

ばいじん 16,911
（4.4%）

鉱さい 16,761
（4.4%）

金属くず 7,815
（2.0%）

木くず 6,991
（1.8%）

ガラスくず、コンクリー
トくず及び陶磁器くず
6,468 （1.7%）

廃プラスチック類
6,120（1.6%）
廃油 2,912（0.8%）

その他の産業廃棄物
10,691（2.8%）

図 1　産業廃棄物の種類別排出量
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⑶　業種別の排出量は多い順に，第 1位は電気・ガス・熱供給・水道業（全
体の 25.5 ％），第 2位は農業・林業（21.6 ％），第 3位は建設業（20.9 ％）
の順である（図 2）。ちなみにパルプ・紙・紙加工品製造業（7.9 ％）は，
鉄鋼業（8.0 ％）に次いで第 5位である。誤り。
⑷　廃棄物の中間処理とは，処理後の再生利用や埋立てなどの最終処分の
前に，廃棄物を減量・減容化，安定化，無害化，資源化することをいう。
具体的には焼却，破砕・選別，中和，脱水などの操作が行われる。
　　平成 25 年度の総排出量のうち中間処理されたものは全体の 78 ％，直
接再生利用されたものは全体の 20 ％，直接最終処分されたものは全体
の 2％である。正しい。
⑸　種類別に再生利用率をみると，再生利用率が高く，90 ％を超えるも
のは，動物のふん尿（95 ％），がれき類（95 ％），金属くず（94 ％），鉱さ
い（91 ％）の 4種類である。正しい。
したがって，⑶が正解である。

公害総論：H28問 13，H27問 12

問13：正解（3）
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ダイオキシン類の排出量や削減目標などに関する出題である。（テキスト
Ⅰ.5.7 ⑵）
ダイオキシン類対策特別措置法第 33 条第 1項の規定に基づき，環境大臣
はダイオキシン類の排出量を削減するための計画を作成することになってい
る。これに基づき平成 12 年 9 月に「我が国における事業活動に伴い排出さ
れるダイオキシン類の量を削減するための計画」を作成し，平成 17 年 6 月
には第 2 次計画，平成 24 年 8 月には第 3次計画を作成した。同計画では，
削減目標量や削減目標量を達成するための措置，ダイオキシン類の排出量の
目録の公表等を定めている。
⑴　環境省の「ダイオキシン類の排出量の目録（排出インベントリー）」に
よれば，平成 26 年における施設別の大気への排出量は，多い順に一般
廃棄物焼却施設，製鋼用電気炉，産業廃棄物焼却施設の順であった。正
しい。

⑵　第 3 次計画では，ダイオキシン類の削減目標量は，当面の間，
176 g-TEQ/ 年とされている。平成 26 年のダイオキシン類の排出量は
121 ～ 123 g-TEQ/ 年であり，排出量は年々減少しており，目標達成を
維持している。正しい。

Question
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問14　ダイオキシン類の排出量に関する記述として，誤っているものはどれか。

⑴　排出インベントリーによれば，大気への排出量が大きなものとしては，一般

廃棄物焼却施設，製鋼用電気炉などがある。

⑵　平成 26 年の排出量は目標量を下回っており，目標達成を維持している。

⑶　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく第 3次計画では，「現状非悪化（改善

した環境を悪化させないこと）」を原則とした。

⑷　第 3次計画では，目標年を定めず削減努力を継続することとした。

⑸　第 3次計画では，10 年ごとに達成状況の評価を実施することとした。

問15　リスクマネジメントを構成するリスクアセスメントに属する項目として，誤っ

ているものはどれか。

⑴　リスク保有（リスクの受容）

⑵　リスク特定（リスク源の識別）

⑶　リスク分析（リスクの原因及びリスク源）

⑷　リスク分析（リスクの結果と発生確率）

⑸　リスク評価（リスク基準との比較）
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⑶　第 3次計画では，大気環境基準の達成率が計画改定前の 5年連続で
100 ％となるなどの近年の環境の改善状況にかんがみ，改善した環境を
悪化させないことを原則に，可能な限り排出量を削減する努力を継続す
ることとしている。正しい。
⑷　第 3次計画では当面の間の削減目標量を設定しているが，現状非悪化
を原則として削減努力を継続することから，具体的な目標年は定めてい
ない。正しい。
⑸　ダイオキシン類は非意図的生成物として POPs 条約（残留性有機汚染
物質に関するストックホルム条約）の対象物質に含まれることから，第
3次計画では，同条約に基づく国内実施計画の見直しに合わせて，5年
ごとに削減目標量の達成状況の評価を実施することとした。10 年ごと
ではなく，正しくは 5年ごとである。誤り。
したがって，⑸が正解である。

過去 2年間において類似の出題はない。

問14：正解（5）



1
公
害
総
論

H29-33（共通）

リスクアセスメントのプロセスに属する項目に関する設問である。（テキ
ストⅠ.6.4）
あらゆる組織は事業活動において自らの目的達成を不確かにする様々なリ
スクを抱えている。このため，組織はそのリスクを特定し，分析し，自らの
リスク基準に照らしてそのリスクを修正するべきかを評価し，リスク対応を
行うなど，リスクの運用管理（リスクマネジメント）を行っている。
リスクマネジメントを効果的なものとするために，そのプロセスが
JIS Q 31000：2010 において体系的に記述されている。これによると，リス
クマネジメントには，リスクアセスメント，リスク対応，モニタリング及び
レビュー，コミュニケーション及び協議の各プロセスが含まれる。このうち
リスクアセスメントとは，リスク特定，リスク分析及びリスク評価を網羅す
るプロセスであるとされている。
⑴　リスクマネジメントにおいては，リスク評価の結果を基にリスク対応
を行うことになる。リスク対応には，リスク回避，リスク共有，リスク
移転のほかに，リスクに起因する損失負担を受容するリスク保有がある。
すなわち，リスク保有はリスクアセスメントには属さずに，その次のプ
ロセスである「リスク対応」に属するものである。誤り。

⑵　リスク特定とは，リスクとして認識される現象やリスクの原因となる

Question
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問14　ダイオキシン類の排出量に関する記述として，誤っているものはどれか。

⑴　排出インベントリーによれば，大気への排出量が大きなものとしては，一般

廃棄物焼却施設，製鋼用電気炉などがある。

⑵　平成 26 年の排出量は目標量を下回っており，目標達成を維持している。

⑶　ダイオキシン類対策特別措置法に基づく第 3次計画では，「現状非悪化（改善

した環境を悪化させないこと）」を原則とした。

⑷　第 3次計画では，目標年を定めず削減努力を継続することとした。

⑸　第 3次計画では，10 年ごとに達成状況の評価を実施することとした。

問15　リスクマネジメントを構成するリスクアセスメントに属する項目として，誤っ

ているものはどれか。

⑴　リスク保有（リスクの受容）

⑵　リスク特定（リスク源の識別）

⑶　リスク分析（リスクの原因及びリスク源）

⑷　リスク分析（リスクの結果と発生確率）

⑸　リスク評価（リスク基準との比較）
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リスク源を識別するプロセスであり，リスクアセスメントにおいて最初
に行うことである。正しい。
⑶　リスク分析とは，リスクの特質を理解しリスクレベルを決定するプロ
セスで，リスクアセスメントにおいてリスク特定の次に行うことである。
リスク分析には，リスクの原因及びリスク源に関する考慮が含まれる。
正しい。
⑷　リスク分析には，リスクの好ましい結果及び好ましくない結果，並び
にこれらの結果が発生する確率に関する考慮も含まれる。正しい。
⑸　リスク評価とは，リスク分析において算定されたリスクが受容可能か
を決定するために，法規制や利害関係者の要求事項などから導かれるリ
スク基準と比較し，リスク評価結果としてまとめるもので，リスクアセ
スメントの最終段階である。正しい。
したがって，⑴が正解である。

過去 2年間において類似の出題はない。

問15：正解（1）




